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議案第18号 説明資料 
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幕別町アイヌ文化交流センター条例の制定に伴って附則により一部改正する条例（附則第４項関係）の 

該当部分 新旧対照表 

現  行  条  例 改  正  条  例 

○幕別町ふるさと館条例 
（平成17年12月20日 条例第142号） 

 

第１条～第７条   略 

 

別表（第５条関係） 

区分 入館料 

個人 一般 200円 

 小学生及び中学生 100円 

団体 一般 160円 

（10人以上） 小学生及び中学生 80円 

備考：未就学の乳幼児は無料とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○幕別町ふるさと館条例 
（平成17年12月20日 条例第142号） 

 

第１条～第７条   略 

 

別表（第５条関係） 

区分 単位 入館料 

個人 １人１回につき 300円 

団体（10人以上） 200円 

共通利用券 
個人 500円 

団体（10人以上） 300円 

備考 

１ 18歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある者は、無料とする。 

２ 共通利用券は、１枚につきふるさと館、幕別町忠類ナウマン象記念館及び

幕別町アイヌ文化交流センターをそれぞれ１回ずつの利用とする。 

３ 共通利用券は、最初に利用した日から30日間有効とし、交付を受けた者に

限り利用することができる。 
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幕別町アイヌ文化交流センター条例の制定に伴って附則により一部改正する条例（附則第５項関係）の 

該当部分 新旧対照表 

現  行  条  例 改  正  条  例 

○幕別町忠類ナウマン象記念館条例 
（平成17年９月26日 条例第23号） 

 

第１条～第８条   略 

 

別表（第５条関係） 

幕別町忠類ナウマン象記念館入館料 

区分 入館料 

個人 一般 300円 

 小・中学生 200円 

団体 一般 200円 

（10人以上） 高校生 150円 

 小・中学生 100円 

備考：未就学の乳幼児は無料とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○幕別町忠類ナウマン象記念館条例 
（平成17年９月26日 条例第23号） 

 

第１条～第８条   略 

 

別表（第５条関係） 

区分 単位 入館料 

個人 １人１回につき 300円 

団体（10人以上） 200円 

共通利用券 
個人 500円 

団体（10人以上） 300円 

備考 

１ 18歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある者は、無料とする。 

２ 共通利用券は、１枚につき記念館、幕別町ふるさと館及び幕別町アイ

ヌ文化交流センターをそれぞれ１回ずつの利用とする。 

３ 共通利用券は、最初に利用した日から30日間有効とし、交付を受けた者に

限り利用することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


